
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｋ３－１４８０ 農業用貯蔵機及び農業用乾燥機等 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※   分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ３－１４８０ 全 農業用貯蔵機及び農業用乾燥機 

   

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

  分類記号   分類の名称 または 物品の名称 

Ｇ１－５２００ コンテナ－ 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

  分類記号   分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

穀類貯蔵器 穀類貯蔵機 穀物乾燥機用集じん機 

     

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

８ 

定義 

収穫した穀類を貯蔵する機器類、及び収穫した穀類乾燥機械の周辺機器（集塵機等）。 

  （農業用乾燥機、穀類乾燥機はＫ３－１４３８１） 

 

    登録９８５１４５号             登録９８５０３０号        登録１０９６９５４号 

    穀類貯蔵導入器             穀類貯蔵容器          穀類乾燥機用集塵機   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１０ 

 過去に分類した物品の名称 

穀物用コンテナ  ホッパー  穀粒体定量供給器 

穀粒貯留庫 選別用集塵機  

 


